
 

京 都 大 学 教 員 の 任 期 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表                                                 
 改  正  前                           改  正  後                          
 （前 略） 
 
 
 
別表第１ 

部局名 
教育研究 

組織の名称 

対象と 

なる職 
任期 

再任の 

可否 

備

考 

      

情報環 

境機構 

ＩＴ企画室 教授 

准教授 

助教 

８年 

 ただし、平成２６

年４月２日から平

成３４年３月３１

日までに任用され

る場合（再任される

場合を含む。）の任

期は平成３４年３

月３１日までとす

る。 

可  

別表第２ 
別表第３  （略） 
別紙様式 

   
附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
 

別表第１ 

部局名 
教育研究 

組織の名称 

対象と 

なる職 
任期 

再任の 

可否 

備

考 

      

情報環 

境機構 

ＩＴ企画室 教授 

准教授 

助教 

８年 

 ただし、平成２６

年４月２日から平

成３４年３月３１

日までに任用され

る場合（再任される

場合を含む。）の任

期は平成３４年３

月３１日までとす

る。 

可  

産官学 

連携本 

部 

全部門 教授 ７年 可  

准教授 ７年 可 

 ただし、

１回限り 

 

助教 ５年 

 ただし、再任の場

合にあっては２年 

可 

 ただし、

１回限り 

 

別表第２ 
別表第３  （同 左） 
別紙様式 

 

（略） （同 左） 


